
トラブルにあわないために・・・・

★突然訪問してきた購入業者は家に入れない！
★購入業者から電話がかかってきても安易に訪問を承諾しない！
★購入業者から勧誘を受けて訪問を承諾する場合は、
一人で対応しない！絶対に目を離さない！

※ 購入業者との間でトラブルになった場合は、
最寄りの消費生活センターに相談しましょう！

※ 身の危険を感じた場合や盗難被害にあった
場合は、110番通報しましょう！

購入業者が自宅に来て物品を買い取るという訪問購入時に大切な貴
金属が持ち去られたなどのトラブルが発生しています。

きっかけは訪問購入？
～犯罪まがいの深刻なトラブルにご注意を！～
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